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三重県後期高齢者医療広域連合営利企業等の従事制限に関する規則 

 

平成１９年２月１日規則第１３号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第３８条の規定による営利企業等の従事制限について

は、三重県の職員の例による。 

附 則 

この規則は、平成１９年２月１日から施行する。 


